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尼崎市街路灯維持管理要綱 

（目的） 

第1条  この要綱は、尼崎市域の道路を通行する歩行者等の交通安全を確保するた

め、街路灯の設置及び管理に関する事項を定めるものである。 

（定義） 

第2条  尼崎市における街路灯とは、道路法で定める市道及び法定外指定道路等（里

道や水路敷を埋め立てた道路）（以下、市が管理する道路）に設置されている

道路を通行する歩行者等の交通安全を確保するための照明灯具類で市が設置す

るものをいう（商店街の振興発展を目的とした装飾灯や私有地に設置されてい

る照明灯は除く）。 

第3条  尼崎市における街路灯は、以下の 3種類の照明の総称とする。 

(1) 片道 1車線以上の道路及び商業地区等の交通量が多い歩道に設置する道路

照明。 

(2) 車線がない道路及び住宅地区等の交通量が少ない歩道に設置する街路照

明。 

(3) ペデストリアンデッキや駅前ロータリー部に設置する施設型照明。 

 

図１ 街路灯系統図 

（基準） 

第4条  設置基準については、「尼崎市街路灯設置基準」のとおりとする。 

第5条  新規街路灯の設置については、自治会等からの要請により構造や周辺環境を

精査確認のうえ設置するが、設置する数量については、予算の範囲内で実施す

るものとする。 

第6条  私道及び私有地においては街路灯の設置は行わない。また、国道並びに県道

における街路灯の設置については、自治会等からの要請を受けた場合、各道路

管理者へ設置要請を行うものとし、市では原則設置しない。ただし、以下の場

合においては市で街路灯の設置を検討する場合がある。 

(1) 通学路に指定されている場合 

(2) 市が管理する道路との交差部であり各道路管理者による照明が設置されて
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いない場合 

(3) その他市長が特に必要であると認めた場合 

（保守） 

第7条  故障箇所を巡視により発見、または住民等からの連絡を受けた場合は、すみ

やかに点検修理を行う。また、街路灯の故障時に連絡窓口として街路灯専用の

コールセンターを置き、フリーダイヤルで連絡可能なものとする。受付時間に

ついては平日の 8時 30分から 19時 00分、休日は 9時 00分から 17時 00分ま

でとし 365日受付体制を整える。 

（引渡受領） 

第8条  市が管理する道路上に設置され、「尼崎市街路灯設置基準」に適合する照明

灯具類については、受領要件を満たす場合、設置者の申出により受領すること

ができる。 

2 設置者は前項の申出を行う場合、事前協議の上、別紙に定める各様式にお

いて書面で道路管理者に届出を行うこと。申出の窓口は、都市整備局土木部道

路維持担当とする。 

3 受領する灯具及び自立柱については、仕様、デザインに関わらず市で維持

管理を行う際に変更することができる。 

（工事及び事故等による措置） 

第9条  既に設置されている街路灯について、道路管理者以外が損傷させた場合や移

設する場合は以下の内容に従うこと。 

(1) 街路灯（付属物を含む。以下同じ。）を損傷した者は、自己の負担において

すみやかに原形の復旧を行うこと。（道路法第 22条、第 24条、第 57条、

第 58条によるもの） 

(2) 街路灯を移設しようとする者は、市長の承認を受け自己の負担において市

の指示に従い移設を行うこと。（道路法第 22条、第 24条、第 57条、第 58

条によるもの） 

以 上  

  



様式第 1号  

令和  年  月  日  

尼崎市長 宛 

（町会名）                

（住所）                

                

（代表者名）             印  

 

町会灯・負担灯引渡申請書 

 

記 

（町会名）           は、必要書類各種提出の上、別紙位置図の 

（ 町会灯 ・ 負担灯 ）を尼崎市に引渡します。 

必要書類チェックシート 

□１．町会灯位置図（指定様式なし） 

□２．町会灯名義変更申請書（負担灯の場合は不要） 

□３．関西電力請求書写し 

※町会灯受領協議の要件 

 ・現在市道に設置されているもの。 

 ・関西電力などの電柱に共架されているか、自立柱に共架されている町会灯。 

ただし、自立柱については強度が確認できる資料（図面等）を提出の上、現地におい 

て立会の上、健全性が確認できたものに限る。（軒下及び個人住宅の壁面等に直付け

されているものは市の管理する道路でも不可とする） 

・関西電力以外の新電力会社で契約されている場合は別途解約手続きが必要である。 

原則これら 3つの要件の全てを満たす場合に限り協議し、その後、受領の可否を判断

する。また、受領を行う際には尼崎市街路灯設置基準と照らし合わせ受領箇所を決定す

る。 

以 上 

 

令和 年 月 日 

受理します。 

課長 係長 係 係 

    



様式第 2号 

令和  年  月  日 

尼崎市長 宛 

（町会名）                

（住所）                

                

（代表者名）             印  

 

町会灯名義変更申請書 

  

下記の町会灯について、契約名義を市に変更するよう申請します。 

 

記 

 

使 用 場 所 

〒 

お 客 さ ま 番 号 

日 程 所 番 号 

             

契 約 種 別  

現 契 約 名 義 

住 所 

TEL          

フ リ ガ ナ  

契 約 名 義 
町会名・代表者名 

㊞  

名 義 変 更 希 望 年 月 日 令和   年   月   日 

 

以 上 

  



様式第 3号 

尼道維第    号 

令和 年 月 日 

（町会名） 

（代表者又は申請者名）  

○ ○ ○ ○ 様 

尼崎市長 

町会灯受領に係る同意について（通知） 

 

記 

 （町会名）           様よりご提出していただいた町会灯において、内容

の精査が完了しましたので市で受領いたします旨ご連絡いたします。 

 受領いたします町会灯については以下のとおりになります。 

 

１ 申請灯数       灯 

２ 受領灯数       灯 

３ 申請日   令和 年  月  日 

４ 申請位置図 様式第 1号 町会灯位置図による 

５ 受領位置図 別紙赤丸による 

 

上記の２及び５に記載のある町会灯については、今後市で管理を行います。また、受領

した町会灯につきましては灯具や自立柱のデザイン、仕様に関わらず市で維持管理する上

で、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 

名義変更等の手続きに関する日程につきましては所管課よりご連絡いたしますのでよろ

しくお願いいたします。 

以 上  

 


